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   参考資料の配付について 

  

 このことについて，下記のとおり資料を配付しますので，よろしくお願

いいたします。 

  

                記 

 

○ 運転免許が失効した職員による公用車等の運転について 

 

 

 

 

（総務部総務課） 

（保健福祉部管理課） 



 

運転免許が失効した職員による公用車等の運転について 

 

１ 概要 

  保健福祉部の一般職の２０代の職員が，運転免許が失効していたにも  

関わらず公用車等を運転していた事実が判明しました。  

令和７年５月１９日，当該職員が退庁後に運転免許証を確認した際， 

 同年４月９日まで有効となっている運転免許を更新していないことに 

気づき，５月２０日に所属長に報告しました。当該職員が当該所属長と 

ともに警察署に出頭したところ，故意に無免許運転をしたものではなく， 

失効に気づいた後は運転していないことから，失念による運転免許の失  

効として，道路交通法違反による行政処分・刑罰の対象にはなっていな  

いものです。 

 なお，運転免許の更新については，既に手続きを済ませております。 

 

２ 運転免許失効期間における公用車等の運転状況 

・ 公用車の運転  ４回 

・ 自家用車の運転 ４回 

 

３ 再発防止策 

・ 所属長に対し，公用車の運転を命ずる職員全員に運転免許証の提示 

を求め，現物により有効期限を確認するよう指示しました。 

・ 所属長が適切に指導・監督するために必要な措置として，所属長が 

管理する運転免許証確認表を整備し，所属長は，公用車の運転を命ず 

る際に運転免許証確認表により有効期限を確認するとともに，適時適 

切に運転免許証の更新手続きについて注意喚起するものとしました。 

 ・ 全職員に対し，公用車等を運転する際の法令遵守について周知徹底  

を図りました。 

 


